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経
済
建
設
委
員
会
が
提
案
し
た

次
の
意
見
書
が
可
決
さ
れ
、
内
閣

総
理
大
臣
を
初
め
と
す
る
国
の
機

関
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

■ 

環
太
平
洋
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）

交
渉
参
加
に
関
す
る
意
見
書

（
一
部
要
約
）

　

野
田
総
理
は
、
環
太
平
洋
連
携

協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
に
つ
い
て
「
交
渉

参
加
に
向
け
て
関
係
国
と
の
協
議

に
入
る
」
と
の
方
針
を
表
明
し
た
。

　

Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
首
脳
会
議
に
お
け
る

表
明
に
固
執
し
、
過
半
数
を
超
え

る
多
く
の
国
会
議
員
の
反
対
や
都

道
府
県
・
市
町
村
議
会
の
圧
倒
的

多
数
の
慎
重
・
反
対
決
議
を
無
視

し
、
参
加
を
断
念
し
な
か
っ
た
こ

と
は
、
き
わ
め
て
問
題
で
あ
り
、

わ
が
国
の
将
来
に
大
き
な
禍
根
を

残
す
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
Ｔ
Ｐ

Ｐ
交
渉
国
か
ら
参
加
に
必
要
な
条

件
、
す
な
わ
ち
、
例
外
な
き
関
税

撤
廃
を
は
じ
め
、
医
療
、
保
険
、

郵
政
、
政
府
調
達
な
ど
広
範
な
分

野
に
お
け
る
様
々
な
厳
し
い
要
求

に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
わ

意　
 

見 　

書

議
員
が
提
出
し
た
議
案

請
願
・
陳
情

�
�
�
�
�
?!

■ 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
反
対
に
関
す

る
緊
急
請
願

【
請
願
者
】

　

な
め
が
た
農
業
協
同
組
合

　

代
表
理
事
組
合
長　

中
川
治
美

採
択
と
な
っ
た
請
願

が
国
の
国
益
を
売
り
渡
す
よ
う
な

こ
と
が
な
い
よ
う
、
下
記
の
と
お

り
対
応
さ
れ
る
よ
う
、
強
く
望
む

も
の
で
あ
る
。

　

①　

 

環
太
平
洋
連
携
協
定
へ
の

参
加
に
つ
い
て
は
、
そ
の

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

に
つ
い
て
、
国
民
に
対
し

て
の
詳
細
な
情
報
提
供

と
、
徹
底
し
た
国
民
的
議

論
を
行
う
こ
と
。

　

②　

 
関
税
の
完
全
撤
廃
は
国
内

の
農
業
・
農
村
へ
甚
大
な

被
害
を
与
え
る
と
同
時

に
、
食
料
安
全
保
障
の
観

点
か
ら
も
、
わ
が
国
を
極

め
て
危
機
的
状
況
に
追
い

込
む
恐
れ
が
あ
る
た
め
、

ま
ず
は
国
内
に
お
い
て
、

食
の
安
全
・
安
定
供
給
、

食
料
自
給
率
の
向
上
、
国

内
農
林
水
産
業
・
農
山
漁

村
の
振
興
等
を
損
な
う
こ

と
の
な
い
よ
う
十
分
な
対

策
を
行
う
こ
と
。

【解説】　意見書
　意見書とは、市政の発展に必要な事柄の

実現を、国や県など 関係機関に要請する

ため、地方自治法第99条に基づき、市議

会の意思を決定し、表明したものです。

※ 請願書（陳情書）はその要旨、理
由を簡単に分かりやすく書いてく
ださい。

※ 提出年月日、提出者の住所、氏名
を書いて押印してください。

※ 請願書は、１人以上の紹介議員が
必要で、表紙に自筆による署名及
び押印が必要です。

※ 紹介議員がつかないときは、陳情
書としてください。

※ 道路等は簡単な地図、略図、図面
等を付けてください。

～　議会へ請願・陳情される方へ　～

○　請願・陳情とは、市民が市政についての要望や意見を直接「議会」に提出する方法です。

請願（陳情）書

紹介議員
署名　　　　　印

（表紙例）

○○○についての請願
　（陳情）

１．要旨
２．理由

平成　年　月　日
請願（陳情）者の住所
氏名　　　　　　印

行方市議会議長　殿

（内容例）


